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○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

20番目の最後の質問者となりました。よろしくお願いをいたします。

私が今回通告をしておりましたのは３項目であります。１つは市民病院の今後の問題につ

いて、２番目は市道の問題について、３番目は下水道の問題についてであります。

ただ、残念なことに、20番目となりますと、すべての項目について既に市長のほうから回

答があっております。１項目めの市民病院については、実は樋高院長のほうに出席を求めて

おりますので、具体的な現場の話をぜひお聞きしたいということで、質問をさせていただき

たいというふうに思っております。

これからの市民病院のあり方についての主要な議論は、既に出尽くしてきているのではな

いかというふうに思っております。１つは、累積赤字の評価とその解消の問題。２つ目には、

いわゆる独立行政法人、あるいは民営化の問題、これからの経営形態のあり方の問題。３番

目に、市民病院、今、現状の市民病院を含めてそうなんでありますが、今後、医師、看護師

の確保の問題、ある面では医療の質の問題である。それから４点目は、大町町立病院との合

併の問題。最後に、地域医療との連携、特に医師会との合意の問題というものが、今後さら

に議論されていくのではなかろうかというふうに思います。

そこで、樋高院長のほうにお尋ねをしたいというのは、具体的な今の市民病院の現況につ

いてであります。

市長は、きのうまでの答弁の中で、移譲を受けて10年という、その縛りがある。したがっ

て、22年２月までは市民病院でやるということを明言されました。ただ、問題は、その22年

２月になった時点で、じゃあ今後どうするのかということでは遅いのではないか、そういう

問題意識を持っているという答弁をされました。具体的に言えば、１つは、高度医療、救急

医療など市民ニーズに今の市民病院がこれからこたえられていくのかどうか。２番目は、医

療制度の改革の中で、人事の問題について、医師、あるいは看護師そのものが確保できてい

けるのかどうか。３番目は、厚生労働省、あるいは総務省、このあたりが設置の形態につい

て、圧力をかけると言うとおかしいんですが、今までの公営を変えていくという、そういう

方針を明確に打ち出してきているという中であります。

今の市民病院の現状が、果たして形態を変えていかなきゃならんものなのかどうか。今、

直営でやっているものを、独立行政法人なり、あるいは民間に移譲する、そういうところま

で段階が来ているのかどうか、この点が市民の皆さんにとって一番のわからないところだと

いうふうに思うわけです。

そこで院長にお尋ねしたいのは、今、武雄市民病院が、国立療養所から移って８年目を迎

えるというわけでありますけれども、この８年間の中には、いろんな問題──問題といいま

すか、山あり谷ありで、山が谷があったというふうに思うわけであります。私自身が１つ記

憶しておりますのは、スタートする時点において、実は市民病院としてスタートをするとき
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に、その前にレントゲン技師が確保できないという問題が実はあったということを、今思い

出したわけであります。レントゲン技師というのは、病院にとって欠くことのできないスタ

ッフの一つであります。そういう状況の中でスタートし、そして、大変市民の皆さんから市

民病院の評価を受けながらスタートしているわけでありますが、１つ脳神経外科医の問題が

あったというふうに思うんです。脳神経外科医が常勤の医者として、いないということにな

れば、救急その他、救急救命の部分については大きな痛手でありました。その問題について、

具体的にどういう問題であったのか、そして、それを樋高院長としてはどのように対処して

いったのか、そのことについて、まずお聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長

○樋高市民病院長〔登壇〕

お答え申し上げます。

当時、平成16年度、臨床研修制度がスタートしまして、佐賀大学において、やはり脳神経

外科を初め、いろんなところの医師が、大学自体が不足いたしまして、そして、ほかの大学

とも関連がありますが、佐賀大学自体が非常に脳外科のスタッフが不足したということで、

残念ながら、「先生のところは、この地域としては嬉野もあるし、ほかにこの地域全体とし

ては脳外科として担える可能性があるので、一時的ではありますが、引き揚げさせていただ

きたい」という教授の通達がありました。そして、うちの病院までごあいさつに来られると

いう話でありましたが、皆様方は御存じないと思いますが、教授みずからが足を運んで頭を

下げられるということに関して非常に私も恐縮いたしまして、私のほうがあいさつに参りま

して、そのことを承りました。

非常に厳しい状況ということは理解いたしましたが、一方で、我々、救急医療に脳神経外

科はもう本当に必須でありまして、国立病院から市民病院に引き継ぐに当たってコンサルタ

ントが調べた内容によりますと、この地域での救急搬送の大体37％から40％近くが頭に関係

した状況であるということを聞いておりまして、非常に残念だと思いました。何とかつない

でもらえませんかということで、非常勤で週に１回、助教授に来ていただくということで何

とかしのぎましたが、その後、現在の医師会長先生のところの病院で、医師会長先生から脳

外科の先生を、先生のところは困っておられるということで、どうでしょうかというお話が

あったので、私としては、それはもう願ってもないということでお引き受けさせていただき

まして、現在、非常に頑張っておられます橋川先生という先生、これは新聞にも報道された

と思いますが、昨年から常勤として働いてもらっております。いろんな御意見があるとは思

いますが、橋川先生に来ていただいて、もう本当に助かっておりますし、一生懸命働いても

らっています。

いろんな御議論もあると思いますが、私ここで言いたいのは、看護師の皆さんも本当に一
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生懸命働いていただいています。そして、医師の皆さんも、脳外科の先生も、本当に献身的

に働いていただいております。ただ、お１人で頑張っておられますから、24時間365日働き

なさいと言っても、これは無理な話です。そして、１人でやるということは、３人、２人に

比べれば、やはりパワーが落ちます。手術の件数なんかも、いろんなところから援助を仰が

なければ、なかなか難しい部分もあります。それの中でも最大限頑張っております。

脳神経外科が欠員することによって、脳神経外科１人の先生がおられないことによって、

うちの病院の総収入というか、１割という額がその年は減りました。そして、復帰されるこ

とによって、それが回復したということが、国の補助金75,000千円がなくなったにもかかわ

らず、いろんな改革も含めて、脳神経外科の先生のお働きと職員の皆さんの献身的な働きと

相まってですが、それによって昨年の赤字が、補助金75,000千円がないにもかかわらずふえ

なかったというのは、しかも、純医療費が3.16％削減されております。これは、うちの病院

から見ますと、大体50,000千円程度の純減であります。そしてさらに、医師も脳外科は復帰

しましたけれども、非常勤も含めまして16名の常勤医から比べますと12名でやっております。

その状況から考えますと、通常の病院の黒字の基準が、医師１人当たり月に10,000千円を

超えれば大体黒字になると言われておりますが、うちの現在の状況は、12名の医師によって

今120,000千円を常に超えて、10月は130,000千円を超えております。ということは、やり方

によっては、経営ということに関しては非常にまだ持ちこたえられるし、何とかなるんでは

ないかという気持ちで職員の皆さんに頑張っていただいて、私もさらに医師確保のために走

り回っておる次第でございますが、そういう点が国のいろんな流れに伴って、平野議員が昨

日言われましたように、2.7％、1.0％、3.16％、これは足し算ではなく、前年度も2.7％で

ありますから掛け算であります。そうすると、それは10％を超える数字ですね。10％の数字

というのは、我々の収入から見ますと160,000千円がスタート時点からそっくり同じ働きに

よって抜き去られたのと同じことであります。それにもかかわらず、職員の皆さんといろん

な経営改革、コンサルタントを入れた、ボイラーの改革とか含めまして何とか70,000千円に

とどめたということで、ことしの半期は、御存じのように40,000千円の黒字決算を出したと

いうところであります。そういう現状であります。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

今、樋高先生から具体的な現場の実情をお話しいただきました。大変私も樋高先生の御努

力については敬意を表したいというふうに思っております。

実はあるとき、樋高先生と、ここで会うかというようなところでお会いしたことがありま

した。たしか某旅館でありましたけれども、大変高級な旅館でありますけれども、なぜ会っ
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たのかというと、実は樋高先生が武雄市で、ちょっと内容はわかりませんけど、学会を開か

れているんですよね。そのときの講師の先生を、実はそこの旅館のほうに御案内をしている

と。先生みずからそういうことをされていた。私は、武雄で学会とか開けるのかなというふ

うに思ったわけですけれども、そういうことで先生もいろんな意味で、直接の市民病院だけ

ではなくて、いわゆる武雄市全体を含めたレベルアップといいますか、そういうことを図ら

れているんだなということに気づいて、改めて敬意を、大変な信頼感を持ったわけでありま

す。

もう１つ、先生にお聞きしたいのは、実は今、脳神経外科の場合は救急の兼ね合いが出て

いるわけでありますが、もう１つ、病院の評価ということになると、手術等が具体的にどう

いう形でされているのかというのが、やっぱり一つの評価の基準になるんじゃなかろうかと

思います。現状の手術の件数状況、昨年度でも、ことしでも結構ですが、事務局のほうでわ

かれば、それについてお答えしていただいて、そして、先生にはそれについての自己評価を

ぜひいただきたいなと思うんですが。大変言いにくいかと思いますが、ひとつその点をよろ

しくお願いいたします。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長

○樋高市民病院長〔登壇〕

手術内容に関してお答えいたします。

うちの病院は、現在、消化器外科医が、私も院長業務をしながらでございますが、消化器

外科が４名、整形外科が１名、脳神経外科が１名、それと消化器内科２名、呼吸器内科２名、

それと代謝・内分泌科、これは消化器内科的な科で、今はやりのいろんな、メタボリックな

状況を専門的に見ていただける先生ですが、そういうメンバーで診療しております。

手術に関しますと、平成18年度におきましては、消化器外科の手術件数は196例、整形外

科の手術件数が51例、脳神経外科が27例、泌尿器科が３例、呼吸器内科──気管切開でござ

いますが、これは３例。それと、内科でありましても、肝臓に直接いろんなラジオ波穿刺と

かいう形で腫瘍の治療とか行われる、これが２例。合計で282例。そして、全身麻酔症例が

117例。

ちなみに言いますと、10月に関しては手術件数は30例であります。日曜日も入れまして、

毎日あるという状況でございます。消化器外科に関して、私、専門でございますが、これは

県病院を除き、有田共立病院はちょっと私はデータを持ち合わせておりませんが、佐賀大学

の消化器外科の出張しておる消化器外科関連の病院としては最も手術症例を多くやっており

ます。ちなみに、ほとんどのところが佐賀大学の外科学教室の関連施設という形で、いろん

な医師の訓練をしておりますが、うちの場合は手術症例とスタッフと私の、いろんな指導医

とかそういうもので、幸いにして、昨年、独立の指導認定施設ということを取ることができ
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ました。

先ほど髙木議員の言われました学会でございますが、あれは日本大腸肛門病学会九州地方

会といいまして、600名から700名の参加を見る学会で、通常は県庁所在地で行われますが、

私どもとしましては、そこに宿泊とか、いろんなメリットもありますので、ぜひ武雄市で、

武雄市文化会館でということでさせていただきまして、当日は、その高級な旅館を全部貸し

切りにさせていただきまして、何とか少しでも貢献したいということで、活性化につながれ

ばということも含めまして頑張らせていただきました。それも、病院職員の全面的なバック

アップ、それと医師会、それと佐賀大学のバックアップあってのことであります。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

あと１つ、ちょっとこれは事前に先生のほうに、研修医の部分はなかったんですが、ちょ

っといろいろ探しておりましたら、こういう資料が出てきました。

臨床研修医在籍状況の推移ということで、これは厚生労働省のほうからの資料であります。

実は新医師臨床研修制度が始まりまして、民間の病院と、それから大学病院において、研修

医はどういう形でしているのかというトータルの数字で、ちょっと数字を、私もちょっとよ

くわかりませんが、数字がありますので見ますと、平成15年度でありますと、臨床研修病院

の研修医の数というのは比率としては27.5％、大学病院が72.5％、先ほど先生がおっしゃっ

たように、ほとんど大学の医局で研修をされていたと。ところが、平成19年度になりますと、

これが臨床研修病院ということですから、私立だけじゃなくて、いろんな公的な病院も含め

てなんでしょうけれども、大学病院以外のところが54.7％で、大学の医局といいますか、大

学病院になると45.3％、逆転してしまっている。だから、それだけ大学の医局に研修医の部

分が少なくなったというふうに受けとめました。

もう１つは、佐賀県内の研修医の在籍を見ますと、平成15年になると採用が佐賀県は58名

だったのが、平成19年になると48名という数字、10名程度減っている。そういうこと等が起

因して、今先ほどおっしゃったような形になったんだろうというふうに私は思うのでありま

す。

それで、ぜひここでお尋ねをしたいのは、こういう状況がまだ続くのかということですね。

武雄市民病院の場合は、佐賀大学の医学部に協力をお願いして医師の派遣等をされているわ

けでありますが、素人の考えだと、果たしてこれがいつまで続くのかなと。もっとほかの、

例えば長崎大学であるとか、福岡大学であるとか、九州大学医学部、久留米大学もそうなん

ですが、そういうところにお願いせんでもいいのかどうかですね。今後の医者の見通しとい

うのは大変厳しくなるのかなというふうに思うんですが、まずその辺は私の杞憂なのかどう
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かですね。その辺について先生はどういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞きをしたいと

いうふうに思います。

○議長（杉原豊喜君）

樋高市民病院長

○樋高市民病院長〔登壇〕

お答えいたします。

臨床研修制度が始まりまして、これは御存じのように厚生労働省が医師を教育し、訓練す

るために、あらゆる専門科に入る前に、あらゆる分野、基礎的な分野を訓練された医師が必

要であるという趣旨と、必ずしも大学病院ではなくて、市中のしかるべき病院は臨床研修医

を育てて、そして、もって広く大学に頼らずに医師が育つ環境をつくるという趣旨だったと

記憶しておりますが、佐賀大学医学部に関しましては、初年度は50名を超えておりました。

卒業生が95名。しかし、だんだん減少いたしまして、平成18年度は三十何名になりましたけ

れども、聞くところによりますと来年度は50名台にまた復帰すると、また復活するという状

況になっております。

ちなみに、大学病院によっても非常に大きな差がありまして、名古屋地方とかの中京地区

の国立大学、公立大学では、100名近く卒業して大学に残るのはゼロ名とか１名とか、そう

いう状況もある中では、佐賀大学はかなりその中でも恵まれたほうではあるということであ

ります。

それと、私どもの病院は、佐賀大学医学部附属病院の臨床研修協力病院でありますから、

佐賀大学の臨床研修を回っている途中に、うちの病院にしかるべき指導者が、私も指導医と

いう肩書をいただいておりますが、あと何名かおります。そういうことで回ってくる可能性

がありますけれども、初年度は回ってきましたが、２年間、ちょっと佐賀大学の研修医が少

ないということもありまして、回ってきておりません。

それと、見通しでございますが、今後、国立大学病院とか、普通の大学病院の研修医がふ

えるかといいますと、今、研修医制度が始まりまして、もう３年を超えましたから、その人

たちが市中病院からまた戻ってくるんではないかという予想が立ててありましたが、必ずし

も戻ってこないという状況でありますが、佐賀大学に関しては、先ほど言いましたように、

少し上昇基調にあります。

それと、ほかの大学病院に医師派遣とか、そういうのをお願いしたらどうかというお話で

ございます。私は九州大学、自分自身が出身ですが、佐賀大学に長年おりまして、佐賀大学

とは密接な関係がありますが、九州大学にも行きますし、福岡大学にも行っております。そ

れと、私の先輩の北里大学病院の病院長さんにもお願いしたり、上京したりしておりますが、

すべて、今先ほど言いましたような事情で、かなり難しいという状況でございます。

今後の展望というと、ちょっと予想がつきませんが、佐賀大学は少し回復基調にあるので、
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少しは望みがあるんではないかと考えておりますが、それに対しても、いろんな要求条件と

か、大学の場合は、皆様方がおわかりかどうかわかりませんが、病院長とか学長が命令した

ところで、実質的に各科の教授が非常に強い人事拘束的権限を持っております──法的には

どうかわかりませんが。そういうことでありますので、非常に臨機応変にいろんな対応をし

なくちゃならないのです。それに臨機応変に対応できるという体制、何も大学病院に限らな

くても、医師が派遣できるところにアプローチするのも必要かもしれません。しかし、今の

ところ大学病院に専任で私はお願いに回っております。

以上です。

○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

ちょっと暗い話で、持ち出そうかどうしようかと考えたんですが、実は、つい近年であり

ますが、北海道のある地方の病院が、これは公立ではなくて私立の病院なんですが、その事

務長が広島大学の教授に現金を送って医師の派遣をということで、これが逮捕されて、そう

いうことが起きて事件として公表されていると。ちょっと私も調べておりましたけれども、

こういう医師確保については、どこの病院も、特に公立の病院は非常に苦労されているとい

うことが、いろんな意味で情報収集をした中で出てまいりました。これは医師だけじゃなく

て、看護師さんもそうであります。

具体的に、つい最近というか、つい先日出ていたことがありまして、2007年11月29日です

から一月もなっていないんですけれども、中国新聞の見出しで、島根県の「大田市立病院

（岡田和悟院長、339床）が、十分な看護体制が維持できないとして12月中旬から病棟の５

階部分（54床）の休止を予定していることが28日、分かった」ということで、市議会の全員

協議会でそのことを報告したというふうな記事があっているわけですね。やっぱり今、医師

の確保、あるいは看護師の確保、スタッフを確保していくというのは非常に難しい。果たし

て、一武雄市の能力でそれができるのかどうかということを、やっぱり真剣に考えなきゃい

かんなというふうに思います。

今、先生のほうからお話しになりました具体的な話です。私たちは、なかなかそういう内

部的な実情というんですかね、こうだろうという話は大体わかるんですけれども、本当の意

味でのことはなかなかわかりません。先ほど、いわゆる脳神経外科の医師の引き揚げ、まさ

に直前、もうその場にならないと、そういう問題の重大性がわからないということもあると

いうふうに思います。したがいまして、今、経営のあり方については、やっぱり１つは、武

雄市は公立病院でありますので、もう当然、市民の医療を守るという立場であると、その立

場で考えるならば、その形態は二の次ではないかというふうに私自身は思うんです。

私自身は、実は国立病院から移譲のときには、採決には反対の立場に立ちました。そのと
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き思っていたのは、何を考えていたのかというと、これは国が医療というものについて地方

に責任転嫁している、こんなことは許されないというのが１つでした。もう１つは、移譲を

受けたとしても、果たして今の武雄病院の現状から、全く素人の武雄市が運営できるのかと

いうような不安がありました。その後、樋高先生を初め準備室を構えられて、いろんな意味

で、この実質７年間の実情をつぶさに見て、この分については私のほうが、考えることもや

っぱりしなきゃいかんのかなというふうに今思っております。やはり一番の問題は、市民の

健康、命をどう守るのか。そのための手段として、どういうふうなことをすべきなのかとい

うのを私は今考えています。ですから、今、先生がおっしゃいましたけれども、市民病院で

やれれば、ぜひ市民病院でやっていただきたいと思うし、ほかの選択肢もあれば、ぜひこれ

から私も研究をしていきたいというふうに思っています。

きょうは先生、大変忙しい中、出席をいただきまして、ありがとうございました。また、

まだまだ市民病院ですので、これからも頑張っていただきますようよろしくお願いいたしま

す。

そこで、市長のほうにお尋ねをしたいんです。市民病院をというよりも、市民病院、市長

は既にお答えになっていますので、具体的な回答については今後、研究、検討をしていくと

いうことを述べられると思うのであります。ただ、私がここで要望したいのは、やはり市民

の医療を、５年後、10年後、あるいは20年後は難しいのかもしれませんが、しかし、少なく

とも10年、20年のスパンで、どう医療としてあるべきかということを十分研究、検討してい

ただきたいと思います。一度スタートすればなかなか難しい、10年先も見通せる状況ではあ

りません。先ほど樋高先生もおっしゃったように、見通せる状況ではありませんが、しかし、

今できることを最大限ぜひやっていただきたいと思います。ということを強く要望いたしま

して、拙速に判断をしないようにお願いいたしますということです。平たく言えばですね。

そういうことでお願いをして、次の２項目めと３項目めに移りたいと思います。

１つは、市道の問題であります。

一昨日でしたかね、宮本議員が質問されました。里道についても、ぜひ市から補助をとい

う話でありました。私も実は地域におりまして、いろんな方から道路、特に生活道路問題に

ついて要望を受けます。それは市道であったり、里道であったりするわけでありますけれど

も、そういうものを考えると、やはり道路については、今、武雄市の道路の状況というのを

見ると、とてもじゃないけど、よそに誇れるような状況ではないというふうに思います。市

道編入の要件がありますよね。幅４メートル以上とか、それから公道に接しとかにゃいかん

とか、２年ぐらいは補修しなくても済むというようなこと。

市の建設課から道路の図面ですかね、北方、山内を含めて、もらいまして、ある程度、武

雄町の部分については実際自分で歩いてみました。とてもじゃないけど、これが市道かとい

うふうなところもあります。それはもう皆さんもそうだと思います。武雄町はですね。具体
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的に数字をいただきました。平成18年度の事業箇所等を含めたもので、武雄町は実は道路改

良延長は63メートルですね、ちょっと済みません、目が悪いものですから、間違えたら訂正

をしたい。うわっと思いましたら、もっと低いところがありまして、橘は34メートル。大体

いつもこの手の質問は山口議員がされますけれども、東川登町は69メートルであります。ト

ータルは4,543メートルということです。

これだとですね、果たしていつになったら道路改良は終わるのかなというふうに思うので

あります。ですから、これは要望です──要望というか、前から言っておりますが、市道、

生活道路を含めてですが、道路の改良計画を、実施計画を具体的にやっぱり設置してすべき

ではないかというふうに思うのであります。そういう中で、予算が限られるということもあ

ると思いますが、ぜひ計画を立てて、年次的にやっぱり進めていただきたいということを要

求したいというふうに思います。

続きまして、下水道の問題であります。

下水道の接続率についてということでありました。これも昨日、松尾陽輔議員が、宅内工

事については融資制度を設けたらどうかという質問がありました。市長が、それは元気よく

やりますという話でありましたので、あらっというふうに、私もそうだというふうに思いま

す。

ただ１つだけ、この融資制度について具体的な中身を１つ申し上げますと、年配者、特に

高齢者ですね、退職をされた後の方が市中銀行からお金を借りるときには、実は大変ハード

ルが高いんですよ。利率が高かったり、あるいは保証人をつけなければいけなかったり、あ

るいは保証協会がなかなかとれなかったりということで、いざ銀行の窓口に行って借りろう

と思っても、60歳以上になるとなかなかハードルがあって借りれないということがあるんで

すよね。そこも含めて、ぜひそういう対象者については、武雄市が保証と言ったらおかしい

んですが、保証するということになれば、金融機関もオーケーだということになりますので、

その辺を十分検討していただきたいというふうに思います。せっかくつくるなら実効性のあ

るやつをつくっていただきたいと思います。これは別に、武雄市が最初にするわけじゃなく

て、ほかにもいろんな事例がありますので、その辺は十分検討の上、そのネックを取り払っ

て、そして接続率をぜひ上げるようにお願いしたいと思います。この分については答弁があ

りますか。

○議長（杉原豊喜君）

樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

ちょっと他市の状況を見ながら、これはまず、先ほど話がありましたように融資制度を始

めて、その状況を見ながらちょっと考えたいというふうに思います。保証人制度については、

ちょっと見ながら考えたいというふうに思います。
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○議長（杉原豊喜君）

27番髙木議員

○27番（髙木佐一郎君）〔登壇〕

最後になりますが、ぜひ現場の状況を見て、柔軟な対応をよろしくお願いしまして、質問

を終わります。


